
1 健康医療対策課
波佐診療所　超音波診断装置保守点検業
務委託

令和7年11月7日
株式会社エバルス　営業本部浜
田・益田支店
浜田市笠柄町12

1,089,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 機器導入業者による保守が必要であり、その性質又は目的が競争入札に適さないため。

2 DX推進課 浜田市ＤＸ推進計画策定業務委託 令和7年11月12日
株式会社中国四国博報堂
広島県広島市中区大手町3丁目7
番地5号広島パークビル5Ｆ

5,060,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 浜田市プロポーザル方式選定委員会での審査結果による。

3 行財政改革推進課
道分山立体駐車場エレベーター調速機交
換

令和7年11月13日
株式会社日立ビルシステム中国
支社
広島県広島市中区八丁堀3-33

1,140,480 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
当該エレベーターのシステム管理は株式会社日立ビルシステムが行っており、同社が保有する技術でなければ施工が
できないため。

4 DX推進課 浜田市公衆用無線LAN機器更新業務 令和7年11月20日

エヌ・ティ・ティ・メディアサ
プライ株式会社
大阪府大阪市都島区東野田町4
丁目15番82号

2,595,570 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

本業務は、浜田市公衆用無線LAN「Hamada Free Wi-Fi」サービスの提供に必要な通信機器の一部を更新するものであ
り、機器入替作業のほか、既存ネットワークとの接続やシステム設定等の作業を要するため、「Hamada Free Wi-Fi」
の環境構築事業者であるNTTメディアサプライ株式会社が施工しなければサービスの提供が困難である。
仮にNTTメディアサプライ株式会社以外の事業者が施工できた場合においても、障害発生時における保守対応や責任の
所在が不明確になるなど、安定的なサービス運用に支障をきたすおそれがあることから、NTTメディアサプライ株式会
社を契約相手方に選定する。

5 税務課
地方税ポータルシステムASPサービス提
供業務

令和7年11月20日

株式会社インテック
行政システム事業本部
西日本公共ソリューション部
大阪府大阪市中央区久太郎町1
丁目6番29号ＪＲＥ堺筋本町ス
クエア

10,956,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現在、浜田市の税務事務においては、地方税共同機構が運営する地方税ポータルシステムを利用した電子申告システ
ム等について、ASP（認定委託先事業者によるサービス提供）を前提とした「共同利用型」を採択し、一般競争入札に
より現事業者を選定のうえ、平成27年12月より利用している。
このため、サービス提供事業者は、現行システムの仕様を把握し、当市の運用に精通している必要がある。
この点から、株式会社インテックは、現行サービスの提供事業者であり、本業務を適切に履行可能な唯一の事業者で
ある。
仮に本業務を他の事業者に変更した場合、改めてシステム導入の作業・検討期間が必要になるほか、導入費用も発生
することになり、非効率である。また、不具合発生時の責任区分の切り分けに多大な時間・費用がかかり、事務に支
障を来たすおそれがあるなど、保守管理での問題も想定される。
以上から、現行サービスの提供事業者である株式会社インテックと随意契約を締結する。

6 工務課 新都川浄水場浄水濁・色度計更新工事 令和7年11月20日
出雲水機工業株式会社
出雲市神門町1397

4,950,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本工事は新都川浄水場の浄水濁度計を、水質検査項目の色度を計測することが可能な機器に更新する工事である。新
都川浄水場では濁度の計測結果が基準値を超過しているが、その原因が色度が影響していると水質計測機器の整備業
者から報告されており、老朽化に伴う機器の更新に合わせ計測値の精度向上を目的としている。該当施設の水質計測
機器は出雲水機工業株式会社が定期点検を実施しており、水質測定の制御および計測データを熟知し、調整可能な唯
一の業者となるため出雲水機工業株式会社へ依頼した。

7 工務課 管路管理システムサーバ機器更新業務 令和7年11月21日
株式会社管総研
兵庫県尼崎市浜一丁目1番1号

4,565,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
本業務は、浜田市上下水道部が使用している管路管理システムの機器を更新するものである。また、機器更新に伴い
ソフトウェアの更新も行うものである。本システムは株式会社　管総研の製品であり、本業務は株式会社　管総研以
外で行うことができないため。

8 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社サンクラフト
浜田市熱田町1598番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

9 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
パブリックロード株式会社　浜
田支店
浜田市相生町3928番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

10 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
宮田建設工業株式会社
浜田市朝日町91番地13

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

11 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
今井産業株式会社　浜田支店
浜田市相生町4250番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

12 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
勝田土地開発株式会社
浜田市佐野町イ328番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

13 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
阿郷建設有限会社
浜田市熱田町74番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。
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14 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
有限会社浜松左工所
浜田市元浜町173番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

15 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
祥洋建設株式会社
浜田市下府町327番地41

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

16 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社山重組
浜田市長沢町185番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

17 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
石成道路株式会社
浜田市下府町327番地73

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

18 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社毛利組
浜田市熱田町1461番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

19 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
三明総業有限会社
浜田市久代町6番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

20 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
島田建設株式会社
浜田市瀬戸ヶ島町115番地6

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

21 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
浜田土建株式会社
浜田市相生町1443番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

22 維持管理課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
拓洋建設株式会社
浜田市元浜町231番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

道路除雪業務は、いち早く業務を完了することが重要であり、業務の遅れは孤立集落や世帯をつくるだけでなく、市
道上で重大な事故に繋がりかねない。いち早く除雪業務を完了するには、周辺の地理に精通しており、路線や地域状
況も熟知し、該当路線において素早い作業開始ができるものでなければならない。該当路線の周辺業者と契約を締結
することにより、効率的かつ安全に道路除雪業務が完了するため。

23 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械借上によるも
の）

令和7年11月25日
有限会社岡村工務店
浜田市旭町丸原116番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

24 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械借上によるも
の）

令和7年11月25日
株式会社山本組
浜田市旭町市木3456番地4

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

25 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械借上によるも
の）

令和7年11月25日
有限会社旭設備
浜田市旭町丸原70番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

26 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
株式会社カワムラ
浜田市旭町丸原70番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

27 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
有限会社岡村工務店
浜田市旭町丸原116番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

28 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
株式会社岡貞組
浜田市旭町今市412番地2

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

29 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
有限会社藤澤産業
浜田市旭町都川1077番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。
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30 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
株式会社山本組
浜田市旭町市木3456番地4

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

31 旭支所産業建設課
令和7年度除雪作業（機械貸与によるも
の）

令和7年11月25日
有限会社旭設備
浜田市旭町丸原70番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

32 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
阿郷建設有限会社
浜田市熱田町74番地1

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

33 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
株式会社サンクラフト
浜田市熱田町1598番地

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

34 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
昭和産業有限会社
浜田市黒川町97番地10

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

35 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
株式会社三浦工務店
浜田市天満町2番地の1

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

36 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
第一建設工業株式会社
浜田市三隅町1528番地7

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

37 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
農事組合法人Dream Agri
浜田市弥栄町木都賀イ903番地3

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

38 弥栄支所産業建設課 スノーポール設置・撤去業務 令和7年11月25日
株式会社小松ファーム
浜田市弥栄町小坂332番地2

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
スノーポール設置については、雪が積もった状況で除雪作業を実施するため、従事するオペレーターや助手が元々の
道路面の状況や地形を把握しておくことが安全上求められるため。

39 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
三浦商事有限会社
浜田市熱田町600番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

40 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
阿郷建設有限会社
浜田市熱田町74番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

41 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社サンクラフト
浜田市熱田町1598番地

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

42 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
昭和産業有限会社
浜田市黒川町97番地10

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

43 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社三浦工務店
浜田市天満町2番地の1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

44 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
第一建設工業株式会社
浜田市三隅町1528番地7

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

45 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
農事組合法人Dream Agri
浜田市弥栄町木都賀イ903番地3

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

46 弥栄支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
株式会社小松ファーム
浜田市弥栄町小坂332番地2

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

47 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
協栄道路有限会社
浜田市三隅町西河内1982番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

48 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
河野建設株式会社
浜田市三隅町下古和1000番地6

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

49 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
豊生建設株式会社
浜田市三隅町三隅313番地4

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

50 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
有限会社共進商事
浜田市三隅町折居1124番地4

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。
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51 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
有限会社村川建設
浜田市三隅町古市場955番地13

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

52 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
有限会社扇田産業
浜田市三隅町井野ﾊ684番地1

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

53 三隅支所産業建設課 令和7年度　除雪作業 令和7年11月25日
有限会社大谷建設
浜田市三隅町向野田255

複数単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
除雪作業については、委託業者の除雪作業従事するオペレーターや助手が道路面の状況や地形を熟知しており、同一
業者に委託することで迅速な除雪作業ができるため。

54 工務課 新都川浄水場計装設備更新工事 令和7年11月25日
株式会社中国日立 島根支社
松江市平成町182番地13

4,510,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号

本工事は、経年劣化と部品の製造も終了していることから、新都川浄水場計装設備の取水井水位計および浄水池水位
計を取替える工事である。新都川浄水場のろ過設備は取水から送水まで日立製の計装設備により自動運転がなされて
おり、他社製では機器間の通信が不可能であることから、株式会社中国日立島根支社が施工可能な唯一の業者となる
ため。

55 防災安全課
住民・職員向け情報配信システム改修業
務

令和7年11月26日
バイザー株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅南

3,410,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

防災メールは、バイザー株式会社が提供する「すぐメールPlus+」を利用している。本業務は、「すぐメールPlus+」
の機能追加を行うものであり、バイザー株式会社以外には委託できない業務である。
以上により、本業務の性質並びに目的が競争入札に適さないと認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号の規定による随意契約とする。

56 文化振興課 石央文化ホール非常用自家発電機修繕 令和7年11月26日
株式会社電設サービス
浜田市黒川町97番地8

1,500,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
石央文化ホール自家発電機燃料タンクから油漏れが確認されたため、調査及び修繕対応を行ったが稼働の確認ができ
ないため、火災が発生した際に正常稼働するよう、早急な原因究明及び修繕対応が必要となった。当該業務に緊急対
応ができるのは油漏れ調査及び修繕対応を行った株式会社電設サービス以外にないため。

57 総合窓口課
振り仮名の市町村長記載に伴う戸籍情報
システム改修業務

令和7年11月28日

株式会社日立ソリューションズ
西日本
広島県広島市中区八丁堀3番33
号

3,423,200 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
現在運用している戸籍情報システムは、本契約の相手方である株式会社日立ソリューションズ西日本が導入し、同社
以外の作業は不可能であるため。

58 工務課
新都川浄水場原水・送水流量計部分更新
工事

令和7年11月28日
株式会社中国日立 島根支社
松江市平成町182番地13

2,640,000 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第2号
本工事は、経年劣化と部品の製造も終了していることから、新都川浄水場の原水送水流量計変換器および検出器を取
替える工事である。新都川浄水場のろ過設備は取水から送水まで日立製の計装設備により自動運転がなされており、
他社製では機器間の通信が不可能であることから、株式会社中国日立島根支社が施工可能な唯一の業者となるため。


